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◆�地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する

条例の制定（教育委員長と教育長を一本化した新たな教育長の導入に関するもの）

◆教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定（職務に専念する義務の免除事項を定めた）

◆地域包括支援センター条例の制定（条例による設置として、センターの役割をより明確にした）

◆�農業委員会事務処理手数料条例の制定（農地法の改正により、農地台帳等の作成及び公表が規定され、各

種証明書の交付手数料を定めた） 

◆一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定（任期を定めた職員の採用に関するもの）

◆�課設置条例の一部改正（産業振興課を農林課と商工観光課に、都市施設課を建設課と水道課に改め、保健

福祉課の分掌事務「後期高齢者医療保険に関すること」を町民生活課に変更）

◆清水幼稚園保育料等徴収条例の一部改正 ( 保育料の階層区分の設定等）

◆保育所条例の一部改正（保育基準の変更、保育料算定基準の変更等）

◆へき地保育所条例の一部改正 ( 保育料算定基準の変更等）

◆����介護保険条例の一部改正（保険料基準月額 4,500円→5,100円、保険料率の改正、収入等要件の段階区分

の変更 6段階→9段階、低所得者軽減強化事業の変更等）

◆教育特区学校審議会条例の廃止（北海道芸術高等学校の教育特区による学校廃止による）　
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主な条例の制定・一部改正・廃止

人権擁護委員候補者の推薦は適任

　人権擁護委員候補者として、阿
部真砂子さん（黎明）を推薦した
いとの町長提案があり、第２回定
例会において議会は適任としまし
た。

阿部 真砂子　さん

公平委員会委員の選任に同意

　公平委員会委員の任期満了に伴い、
池原良徳さん（新興）を選任するこ
とについて、町長から議会の同意を
求める提案があり、第２回定例会に
おいて議会は同意しました。

人事

池原 良徳　さん


